
（１月）

第１段階 300円 820円 2,064円 62,272円

第２段階 390円 820円 2,154円 65,062円

第３段階① 650円 1,310円 2,904円 88,312円

第３段階② 1,360円 1,310円 3,614円 110,322円

第４段階 1,445円 2,006円 4,395円 134,533円

第１段階 300円 820円 2,144円 64,745円

第２段階 390円 820円 2,234円 67,535円

第３段階① 650円 1,310円 2,984円 90,785円

第３段階② 1,360円 1,310円 3,694円 112,795円

第４段階 1,445円 2,006円 4,475円 137,006円

第１段階 300円 820円 2,229円 67,396円

第２段階 390円 820円 2,319円 70,186円

第３段階① 650円 1,310円 3,069円 93,436円

第３段階② 1,360円 1,310円 3,779円 115,446円

第４段階 1,445円 2,006円 4,560円 139,657円

第１段階 300円 820円 2,310円 69,905円

第２段階 390円 820円 2,400円 72,695円

第３段階① 650円 1,310円 3,150円 95,945円

第３段階② 1,360円 1,310円 3,860円 117,955円

第４段階 1,445円 2,006円 4,641円 142,166円

第１段階 300円 820円 2,389円 72,343円

第２段階 390円 820円 2,479円 75,133円

第３段階① 650円 1,310円 3,229円 98,383円

第３段階② 1,360円 1,310円 3,939円 120,393円

第４段階 1,445円 2,006円 4,720円 144,604円

◇食費・居住費の負担額については、以下の基準で減額の制度があります。

区分

第４段階 住民税　課税

第２段階 住民税　非課税

第３段階
① 住民税　非課税

一般世帯（住民税課税世帯）

1,269円

課税区分（世帯全員）

第１段階 住民税　非課税

第３段階
② 住民税　非課税

要介護
５

955円 46円 6円 5円 11円 156円27円 50円

生活保護を受けている方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

対象者

預貯金等が単身で1,000万円、
夫婦で2,000万円以下

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が80万円以下等

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が80万円超120万以下

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税
非課税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額
の合計が120万円超

預貯金等が単身で650万円、
夫婦で1,650万円以下

預貯金等が単身で550万円、
夫婦で1,550万円以下

預貯金等が単身で500万円、
夫婦で1,500万円以下

1,109円

要介護
４

886円 46円 6円 5円 11円 146円 1,190円

要介護
３

815円 46円 6円 5円 11円 136円27円

27円

50円

50円

13円

13円

46円 6円 5円 11円 126円 1,024円

要介護
１

670円 46円 6円 5円 11円 116円27円

27円

50円

50円

13円

13円

13円

特別養護老人ホーム けやき荘　利用料金のめやす（1割負担）　令和6年6月～

介護度
利用者

負担段階
介護保険
1割負担

加算（1日）

1割負担
加算合計

食費
（1日）

居住費
（1日）

合計

1日 31日
夜勤体制
加算Ⅱ

科学的介
護推進体
制加算

日常生活
継続支援
加算Ⅱ

看護体制
加算
Ⅰｲ

精神科医
師定期的
療養指導

加算

栄養マネ
ジメント
強化加算

介護職員
等処遇改
善加算

看護体制
加算
Ⅱｲ

944円

要介護
２

740円


